
岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要第33号 (20123)

宋応星 『野議』訳注 (4)

加 計 三千代

はじめに

2010年秋から始めた r野議Jの訳注 (注1)は､今回で4回目となる｡1回目の ｢野議序｣では宋

応星が r野議lを著述することになった経緯と心意気を､2回目の ｢世道談｣｢進身議｣｢民財談｣｢士

気議｣では宋応星が懸念する当時の社会が抱える問題を､3回目の ｢屯田議｣｢催科議｣｢草餅議｣｢練

兵談｣では明未に生きた応星の最大の脅威が北方異民族であり､それに備えるための彼の多角的な策

を知ることが出来た｡そして今回は､最後の4議 ｢学政謙｣｢塩政識｣｢風俗議｣｢乱萌議｣について

であるが､その中で彼はどのような問題を提起して､それに対してどのような策を提案しているのだ

ろうか｡

例えば､応星は今回の ｢学政談｣で科挙に触れている｡科挙については､すでに ｢進身議｣で自分

自身の意見を述べており､彼は明朝で実施されている科挙を最良のものと見なしながらも､それの抱

える問題を懸念していた｡そして､今回の ｢学政談｣では科挙の最初の段階である学校試について自

分の意見を展開している｡そもそも科挙は試験の連続というイメージがあるが､実は明朝の科挙は学

校試と科挙試の2段階に分かれているO宮崎市定氏は､その2段階の科挙について r科挙一中国の試

験地獄-i(中央公論社､1984年)で次のように述べている｡

｢科挙はいくつもの困難な試験の連続であるが､これを大別すると､学校試と科挙試との二段階

に分かれる｡

実を言えば､学校試は本来の意味での科挙のなかには入らないのであって､これは明代から新た

に科挙の前にその予備試験のような意味で付け加えられたものである｡というのは､明代から科挙

を受ける有資格者は必ずどこか国立学校の生徒､つまり生月たる者でなければならなくなったので､

科挙を受けようとする者は､まず国立学校の入学試験から受けてかからねばならなくなった｡この

入学試験がすなわち学校試である｡I ･｣(p.30-31)

この分類で言うと､宋応星は ｢進身議｣で科挙の科挙試について､｢学政談｣で科挙の学校試につ

いて述べているO同様にして､今回訳注を行なう他の議 ｢塩政議｣｢風俗議｣｢乱萌議｣でも､前回ま

での ｢野議序｣から ｢練兵識｣までに記載されていた問題を違う角度から繰り返し取り上げ､さらな

る展開をさせていくものと考えられる｡今回､4回目の訳注を行なうにあたり､これらの r野議』に

記述されている内容をさらに分析･把握し､私の当初の目的である､宋応星が著述した産業技術書 『天

工開物jを少しでも深く理解出来るようになればと思っている｡
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はじめに ･注

(1)拙稿 ｢宋応星 r野譲j訳注 (1)｣r岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要J､第30号,2010年

(2)拙稿 ｢宋応星 r野識l訳注 (2)｣r岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要j､第31号､2011年

(3)拙稿 ｢宋応星 r野識J訳注 (3)｣r岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要J､第32号､2011年

1.訳注 ｢学政議｣

学政議

｢国家建官､大童千乗軸統均､平章軍国､小室干草邑百里､司鐸安富､皆従一途出､学政顧不重裁｡

国初大乱之後､人民稀少､州邑青衿､数日多者不遇百人､設立教官､碍熟識而勤課之｡今別郡邑

大著巳溢二千人臭｡大郡大邑､教官識面者不及十之-､小者不及三四分之-､勤惰､賢不肖何由稽

罵｡即能槽､而教官之機業巳軽甚｡欲謙一不肖､而願可狙格､府可平翻､其他無論巳｡所博学使者､

至優劣間一行､鉦然行亦何所懲創哉.劣而閲冗者､挙一二以塞安 :劣而強梁者､不惟門役惜鴛有報

復之倶､即妙爾贋文亦遠禍而姑置之臭 :劣而素封者､挙一二以塞nr'-:劣而父兄緒紳.親戚要路者､

不惟教職憤然幸一街之留､即郡邑之長､亦権衡時勢而姑置之臭｡

自有軍輿以来､婦人快報富丁馬戸､又倶結紳兼併､烏子弟計､不惜傾倒貴重､典雫田産､督分買

入庫中｡而十鎗年来､人情大変､郷紳居官居家､以薦人入学鳥致富足用真正径路｡金飽者取来心歓､

銅臭者絶無汗下｡勢要郷紳子弟､)L歯末敦､而欄杉菜己菓身｡鳴呼｡古道古風勢巳実｡群習讃沓之

郷､有文章極共催熟､而再三膝考不得一府解名字鳥進身之階､流落求館｡計無復之､則蛮人流尭之

中､薦王薦佐 ;呈身夷秋之主､篤課名官､不其賓繁有徒哉.

試就今日青衿而枚数之､盲人之中､貫通経書旨趣成文可観者､十人而止 :未成而可造者､又十人

而止 :而審旨､文字一際不通者､盲人之中､不下三十人｡偶沙汰数苛､則栄言必起､一番動数､不

遇百分之-､生人何所懲戒而不傾貿買入耶｡歳考文番一重､有渇望丁憂而不得者､有償程丁重而避

考者｡夫丁憂服官､謂不便衣錦臨民耳､丁憂作文字､何相妨碍｡此法一変､則足以消人不孝之私､

而増上以去贋之政､何社行也｡至学使者通情容隠之弊､亦風会所為､上禁愈巌､下皆目甚｡椀練衝

門､不惜陣馬置普郭､矧其下哉｡我生之初､山郷朴穿､居民有子弟業巳成章鷹考､而冠同庶人､直

待人洋而後易者｡城邑之内､世昏之家､有童冠自異干秀冠､而不穀然角竪者｡曾幾何時､而線角突

弁､儒童高官､概軽分別也｡欲返天下醇風､則在鉄面学使者何法以謝請托｡百姓見不慧子弟､空費

重賞､而莫共進身､即暫幸進身､而捧阿鼓考､辱巣立判､乃始返思務本｡従此百室盈､而王道之始

成美｡

至有力童生､停文督分而横占府名､黄堂可巌復試､意署可罪父兄｡行法美而厳､一行而百致､斉

唱而魯随､則不通子弟講客輿曳自著､不敢操進､而貧土方無給落之唾｡今天下精神華子､不能勤生

倹用以日豊立､而以薦進名字烏無傷之事O不知逼能文之貧士而烏渠魁蒐盗､腹無識之富室而為負債

蛮人､皆由子此｡此治乱大関係､而人特不覚耳｡｣
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(釈)学政議 (注1)

｢国家が官を立てるのは､大なるは乗軸統均 (宰相首輔)､平章軍国 (内閣大臣)に至り､小なる

は宰邑百里 (県令)､司鐸幸吉 (教官)(注2)に至るが､皆1つの途 (学校)(注3)から出ている｡

このように顧みると､学政は非常に重要である｡

国初の大乱の後､人民は少なく､州邑の生員数は多くても百人を超えることはなかった｡教官を

立てると､(その教官は) 1人 1人の学校の生員のことをよく知っていて､熱心に生員に教えた0

しかし今では､大きな郡邑の生員数はすでに2千人を超えている｡大郡･大邑では､教官が顔を知っ

ている生員は10分の1に及ばず､小さな郡邑でも3,4分の1に及ばない｡それなのに､勤惰 ･賢

愚は何によって考察するのか｡よしんば考察出来たとしても､教官の権限はすでに甚だ軽い｡ 1人

の不肖の生月を追放しようとしても､県は阻止することが出来､府はひっくり返すことが出来るし､

他にもそのようなことはたくさんある｡頼むところの学政は､優劣の間にいる生月の間にひとたび

入って行ったとしても,どうして生月を懲らしめることが出来ようか｡劣っている田舎者について

は､名前を1人､2人挙げて安めを塞ぎ､劣っている横暴者については､役所も恐れてそのままに

しているだけでなく､教諭でさえも禍を遠ざけるために､それを放っておく｡劣っていてお金のあ

る者については､1人､2人挙げて安めを塞ぎ､劣っていて父兄が郷紳で親戚が要職にある者につ

いては､教職者でさえも自分の地位が奪われるのを恐れるだけでなく､郡邑の長もまた時勢をよく

掛酌して､しばらくこれを放っておく｡

軍興以来､郷人は富丁馬戸 (注4)に報復されるのを催れ､また郷紺の兼併を倶れ､子弟の為に計っ

てお金を使い果たし､田産を抵当にして子弟を学校に入れる｡このようにして十余年､人情は大い

に変わり､郷紳は在官 ･在野どちらにいても､人をして入学させ､(学校に入れることは)富に到

達するのに役に立つ真正の径路と見なすようになった｡大金持ちの者は学政の歓心を買い､小金を

持っている者も全然恥じる様子がない｡力のある郷沖の子弟は､乳歯がまだ生え変わらないのに､

すでに生月の欄杉 (注5)を着て飾っている｡ああ !古の道､古の世風の良いやり方は巳んでしまっ

た｡科挙の受験者の多い地域では､文章が極めてよくすぐれていて再三受験しても､役人となる第

一歩を踏み出すことが出来ず､落ちぶれて家庭教師になるしか将来の展望を得ることが出来ない｡

どうしようもなく (彼らは)流賊の中に逃げ込み､淀城の王となり補佐役となる ;自分の身を夷秋

の主に呈身して､夷秋の主の将となり官となる｡実にこういう連中は多いのだ (注6)0

試みに､今日の生月についてざっと数をあげてみると､盲人中､綾香に通じて視るべき文を成す

者は､10人に止まる :そのような文を成さずになんとか文章が出来る者は､また10人に止まる :経

啓の言葉やまったく文字がわからない者は､百人中､30人を下らない｡もし数人のひどい能力の生

月をやめさせれば､地元から怒りの言葉が必ず起きるので､1回で退ける (生月の)数は百分の-

を過ぎない｡人たるもの､誰もがお金で生員の身分を買ってしまうだろう｡(さらに､)歳考 (注7)

を知らせる文書がひとたび至ると､｢丁憂｣(両親の服喪)を渇望して得られない者や､｢丁憂｣を
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理遺して試験を避ける者がいる｡そもそも ｢丁菱｣の時に勤務を続け､錦を着て民に臨み政治を行

なうのはまずいだろうが､｢丁憂｣の時に文字を作成するのは､どうして妨げがあろうか｡このし

きたりが一変すれば､親不孝であるというようないいがかりを消すことが出来る｡ましてや､上は

それによって (内実のない､外面を取 り繕ってばかりいる)偽 りの政治をやめることが出来る｡学

政が情に通じ容隠の弊に陥ってしまうのは､時勢が行なうものであり､上がさらに一層禁ずれば､

下の抜け道はますます甚だしくなる｡ トップの役人でさえも､恥ずかしいことにコネクションを取

り付ける手紙を出すことを惜 しまない｡いわんや､その下はなりふり構わないだろう｡我が生の初

めのころは､風俗が朴実で､人々は子弟が文章を成 して受験したとしても､普通の人と同じかぶり

ものをしており､学校に入ってはじめてかぶりものを変えたo城邑の内に､代々官を出している家

でも､童冠は秀冠とは区別して､冠をいかめしく立てなかった｡それがいつ頃か､総角 (注8)･突

弁 (注9)､儒童 ･高官の区別が概してなくなった｡天下の純風に返そうと欲すれば､鉄面の学政た

る者こそ､請托を断わることが重要である｡人々は賢くもない子弟に空しく費用をかけても進身の

望みがないのを見るだろう｡たとえ幸いに進身したとしても､歳考において頼 り落とされるだろう｡

｢辱｣と ｢栄｣がただちにわかって､ここで初めて優れた人々が官となり､王道がなる｡

有力者の子弟の童生 (注10)が､コネを使って (注11)､府学の学生であることを占領するに至っ

ては､知府は復試を厳しくして､総督は父兄を罰するようにする｡法を行なうのが完全であり厳し

ければ､1つ行なうとそれにより100の成果があり､次々と人々が従っていくだろう｡たとえ能力

のない子弟が､代理受験と白紙で受験しても､通ることが出来ないようにする｡そうすれば安土が

不合格を嘆くことがなくなる｡今天下の緒紳の子弟の受験生は､一生懸命努力しても自ら立つこと

も出来ないので､推薦されて生月となり､恥ずかしく思っていない｡文が出来る貧士が反乱軍の首

領か盗賊となることを迫られ､知識がない金持ちが搾り取られて負債を抱えた貧しい人になるのは､

皆これによる｡これが乱をおさめるのに大いに関わっているのに､人は気が付いていない｡

第 1章 ･注

(1)<学政>は教育上の行政のこと｡また､ 1省の学務教育の事を管掌する官吏､提督学政の簡称｡教育

行政長官の意味｡教育行政は他の行政と切り離して､学政の手中に委ねられていた｡学政の官位は概

して総督､巡拝よりも低い者が任ぜられるが､総督､巡拝の属官ではなく､対等の権限を有した.(当時､

国立学校の代表的なものとしては､中央に大学､地方に府学､州学､県学があった｡これらの学校に

入るための入学試験が学校試であり､童試と呼ばれた｡)

(2)浄書星氏は､r宋応星評伝](帝京大学出版社､1990年)の中で､｢乗軸流均｣は<宰相首輪>､｢平率

軍国｣は<内閣大臣>､｢宰邑首里｣は<県令>､｢司鐸輩宮｣は<教官>を指すと記述しているO(p.289)

(3)ここにおける<学校>は､科挙の流れの中に組み込まれた<学校>を示すO

(4)現在､探索中である｡
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(5)｢柵杉｣の ｢欄｣は､衣と裳とが連なるひとえ､｢杉｣も同様にひとえを指すOまた ｢棚杉｣ですそを

棚 (さかいめ)で区切った長衣のことを指すD宮崎市定氏によると生月には定められた制服があり､藍

色地に黒い線のついた衣服 (｢藍杉｣)を着て､雀頂をつけた帽子をかぶった｡(下図は､｢藍杉｣｡宮崎

市走 r科挙史J､平凡社､1987年､p.105)

t■

(6)宋応星がここで述べている人々だけでなく､｢振乱政権の官僚の中に挙人層の名がかなり多く見受けら

れることは注目してよいであろう｡｣(谷川道雄･森正夫編 r中国民衆叛乱史 31､平凡社､1982年､p13)

例えば､流賊の指導者である李日成が壌階に設けた中央政府および地方官制の官職には､明朝の華人

であった牛金星､部巌忠､眺錫胤､陳可新､郡允漸らが名を連ねていたO(同上替､p.14-15)

(7)歳考は､学政が各府に巡回してきた時､管轄内の府 ･県学の生徒たる生月を塊めて学力試験を行ない､

生見が怠らずに学業にいそしんでいるか､また同時にそれによって教官が教育に励んでいるかどうか

を試すために行なわれる｡学政は任期3年の間に､必ず省内の府を2回視察し､1回は歳試､1匝lは

科試を行なった｡

(8)｢総角｣は､あげまき.小兄のををすべあつめて頭の両側に角の形に結ぶものo

(9)｢突弁｣については､現在探索中である｡

(10)府学､州学､県学といった学校に入るための入学試験が学校試であり､意試と呼ばれたが､この塵試

に応ずる受験生は年齢のいかんにかかわらず､すべて蛮生と呼ばれた｡応募資格には多少の制限があり､

父祖三代の間に鷹しい職紫､たとえば娼館､妓横などの経営に従事 したものでないことを要する｡そ

のために出願番には保証人を立てて､三代の身分が清白である証明をしておかなければならない｡そ

のほかの点では商･工場 のいずれたるを問わないO(宮崎市定､前掲 r科挙-中国の試験地獄｣ ､p.31)

(ll)何柄棟氏(寺田隆信･千種真一氏訳)のr科挙と近世中国社合一立身出世の階梯-j(平凡社､1993年､p.180)

によると､

｢実のところ､末期の明朝は新興の満州族によって大変な苦境に立たされ､死に物狂いで資金を必要

としていたので､1621年から1627年にかけて､南通のような特定の地方が生月の学位を即金で売るこ
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とを許したのであったが､これは中国制度史の研究者には従来ほとんど知られていなかった事実であ

る｡｣

また下記の表は､く長江下流域三県の明代の学生定月>についてのデータである｡(同上番､p.181)

(南通) (無錫) (平湖)

期間 合計 年平均 期間 合計 年平均 期間 合計 年平均

1371-1487 267 22

1488-1505 88 51

1506-1521 143 9.5

1522-1566 444 11.0

1567-1572 35 7.0

1540-1566 311

1567-1572 81

1573-1620 549 11.7 1602-1620 487 215 1573-1620 1021

1621-1627 195 32.5 1621-1627 337 562 1621-1627 201

1628-1644 303 19.0 1628-1644 864 54.0 1628-1644 776

12
･
0

16
･
2

22
･
2

些

4

(資料 :r通厚遇名鉄j1933年版:r錨金遊庫録j1878年以後刊行:r平潮来芹緑J1915年版)

下線部分の<1621-1627>は天啓年間であり､<1628-1644>は崇禎年間である.宋応星が r野識Jを記

述したのは崇禎年間であるが､｢学政談｣の内容から､r野謙j著述時の1636年 (崇禎9)頃にも ｢生見の学

位を即金で売る｣天啓年間からの状態が続いていたと思われる｡上記の表の数字は､それを反映しているの

だろうか｡

2.訳注 ｢塩政議｣

漣政談

｢食凍､生入所必需､国家大利存蔦｡政敗干弊生､清貧干政乱｡夫人情之趨利也､走死地如驚｡

使行盟有利､誰不濁竪而趨o夫何同一烏商也､昔年積玉堆金､今日傾義負債､蓋重商貧而盟政不可

男臭｡

国家旗課､准居其半､而長塩､解池､南新､川井､贋池､福海共居其半｡長麓以下稚増課､猶可

支吾､而池則碧壊資甚｡准課初額九十三寓､而今増至一百五十常｡便以成､弘之政､隆､常之商､

値此増諜之日､鷹之優然有余也｡商之有本者､大抵属秦､晋輿徽郡三方之人｡寓歴盛時､資本在鹿

陵者不曹三千寓南､毎年子息可生九百寓雨｡只以官需輪帯､而以三百寓充無端妄費､公私具足､波

及僧､道､弓､傭､橋梁､焚字､尚鎗五百寓｡各商肥家潤身､使之不塞､而用之不謁､至今可想見

其盛也｡

商之衰也､則自天啓初年｡国別環禍日放､家則敗子日生､地則慕薙之榎徒日集､官別法守日堕､

菅役則好弊日出｡烏商者鰐機方勤､而増課之令又E]下､盗威之侵又日放､課不唐手､則拘禁家属而

比之｡至干今日,半成蛮人倍戸｡括会資本､不尚五百寓､何由生羨而売国計烏｡嘗見粂陳私逢着､
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-防官船､再防漕肪｡夫漕肪自二十年来､回空無計､則折板貸費､典衣換米｡放置有誰腰故鎗一貫

者､進退臨清道上､買建一二百斤､資本整臭｡官船家人挟帯､-引入倉､常目共見､冠紳-懲而百

戒罵､豊復有裂開射利之人､不純其僕者我｡

所謂私旗者､乃当官製過接､准使者瓜期巳満､而尚未之詳也｡祖制毎引重八百斤,多-斤則柱割

没銀一分､多十斤別注一銭､多重四十斤､則剖没而外,別擬罪罰｡今毎引軽者千二百斤､重者千四

五百斤｡食康之人､止有此数､而称過関橋､座敷則倍之｡関橋一験､儀其再験､皆虚腔故事､而牢

不可革､荷重不行､弊由子此奏｡寓暦以前､充役遇司者､皆有家之人｡夫稗有家私､猶懐保身保妻

子之慮､後因課不足､則訪草之法日唆日巌､一人運司､則追艦破産､貿妻常子以完者､不一而足｡

自是禰有生活者､視此為死路､而投入其中者､皆赤貧狩手､妨命理金､課之不可勝､而究之不可詳｡

弊壊及此､尚可言哉｡

旗政変革之秋､有-14'T7i簡最易法､国帝立充而生民甚使者､長束以下不具論､第論准鯉｡夫計口食

宜､一人終歳必塵五十斤､慣値貴時五鑓而溢､膿時四境而健､而場中煎煉資本四分而止､則一口在

世､毎歳代煮海､生蓉子息四領有除｡食准旗者億寓口､則毎歳出本四千寓雨､以酬煮海之焚､此非

彰明易見者裁｡

朝廷婿前此煩苛瑛砕法､遊惰革去､惟干揚州立院分司､逐場官慣煎煉､貯干関橋､現存廠内.各

省買盟商人､多者千金万金､少者十両二十両､径璃各方舟横､直軸廠前､甲目先銀､乙日登引､-

出瓜､儀間口､任従所之O一帯長江､百道′ト港､再無我河道按｡各省塵法道､巡旗兵､塞情撤去､

大小行商販康之便､仝販五穀O此法一行､則四方之人奔趨如驚O不半戦､而丘山之概成美｡区区百

五十寓､何侯今日謙直指､明日摘度支,前月罰巡兵､後月訪菅吏､比較商人､拘禁家属､而日有不

足之擾哉｡使以劉鼻得楊州､必鎮日見銭流地面｡従来成法､未有久而不変者｡康行巳千里､入干山

僻小願､而鎖票数冊又有私楚之罰､何鵠者我｡新中安令盈兵毎年毎月限捉雄私楚若干､此非致民烏

盗耶｡其題目猶可柵笑｡此直裁簡便通商窓民一捷径大道､世有善理財者､原典相商略葛｡｣

(釈)塩政議 (注1)

｢塩を食することは､人が必ず需めるものなので､国家の大利が存在する｡政は弊害が生ずるに

おいて敗れ､商は政が乱れるにおいて貧しくなる｡そもそも人情の利に赴くのは､逃れようと必死

に走っている家鴨 (アヒル)の如くである｡塩の販売を有利にすれば､誰でもそれをしようとして

急いで走る｡塩商も商人と同じなのである｡昔の塩商は玉を積み金を堆んだが､今日では-文無し

にして負債を抱えている｡商人が貧しくては塩政は出来ないのだ｡

国家の塩課 (税の割り当て)は､准場 (渡河下流の製塩場)にその半分があり(注2)､そして長

査 (河北省)､解池 (山西省)､両所､四川省の塩井､広州の塩池 (注3)､福建省の海が合わせてそ

の残りの半分にあたる｡長産以下は増税したとしても､なお支えることが出来るが､惟場は困窮化

が実に甚だしい｡涯場の税は初額が93万両だったが､今は増えて150万両に至っている｡成化帝 (秦

67



宋応星 r野議｣訳注 (4) 加 計 三千代

位1464-1487)､弘治帝 (1487-1505)の時代のように政治が上手くいって (注4)､隆慶帝 (1566

-1572)､万暦帝 (1572-1620)の時代のように商人に勢力があれば (注5)､この増税が謀せられ

ても､これに応じてなお余りがあった｡資本のある商人は､大抵秦 (院酉省)(注6)､晋 (山西省)

(注7)と徽郡 (往8)の三方の人であった｡万暦時代の盛時には､広陵 (揚州)の塩商の資本はただ

3000万両ばかりでなく､毎年利益を900万両も生むことが出来ていた｡そのうちの100万両を以って

国家に納め､そして300万両を豪遊にあてても公私共に十分で､その恩恵は僧､道家､乞食､傭人､

橋の建設､寺にまで及んで､なお500万両も余りがあった｡各塩商は豪勢な生活で使い切ることが

出来ず､今でもその豪勢さを思い出すことが出来る｡

塩商が衰したのは､すなわち天啓 (1621-1627)初年からである｡国には昏官の禍が日々激しく

なり､家には不孝の子が日々生まれ､地には無類の徒が日々集まり､官では法を守ることを日々怠

り､膏更は悪しきを犯すことをEl々 やっている (注9).塩商は窮乏のきざしが見え始め､それなの

に増税の法令は日々下され､盗賊の侵略はまた日々激しく､増税に応ずることが出来ないので､官

は家内の人々を拘禁しこれを差し押さえる｡今日に至っては､塩商は半ば負債を負った貧乏人になっ

ている｡資本を掻き集めても500万両を出ない｡どうやって利益を生じ､国計を充たすというのか｡

かつて塩の密売対策について粂陳した意見を見ると､ 1つに官船 (注10)に対する取 り締まりを強

化し､さらに漕肪 (注11)に対する取り締まりを強化するというものである｡漕鉱は二十年来､空 (か

ら)で戻ることも出来ず､船をひきあてて米などの商品を買い (注12)､衣を抵当として米に換える｡

旗軍で腰に銭 1貫余りを持っている人は､臨清への道上につらなり､塩100斤か200斤を買うと､元

手は尽きてしまう｡官船の家人は塩をこっそりと持ち出し､1引分の塩を自分の倉に入れる｡その

ことを皆見て知っている｡ トップの緒紳を懲らしめれば､多くの戒めとなるOそうすれば､制限を

破って塩を持ち出す人もいなくなるだろうし､その下僕で逮捕されない人もなくなるだろう｡

いわゆる私塩というものは､官にあたる者が割り当て分を超えて抜き取り､准場を管理する役人

が任期がすでに満ちた時でも､なおわかっていない｡祖制では､1引に対して支給されるのは800斤､

1斤多ければ銀 1分をあとで清算すると注記し､10斤多ければすなわち銀 1銭を注記している｡40

斤も多かったら､後で清算する他に罪を罰せられることになる｡今､1引ごとに軽くても1200斤受

け取り､重い者は1400･1500斤も受け取っている｡塩を食べる人はこの数に止まるのに､関橋で計

る検査を過ぎると､塩数はすなわちこれに倍する｡関橋で検査し､儀真で再検査するというが､こ

れらは皆実際にはされておらず､私塩は牢固として改められず､ずっと続いており､弊害はこれに

よるのだ｡万暦以前は､塩遅億となるものは､皆､富裕な人であった｡そもそも少しでも官塩を自

分のものにすると､自分の身を保ったり自分の妻子を保ったりすることが出来なくなる心配があっ

た｡その後､税が納められなくなり､税を納めない人を逮捕するのが日々さびしくなり､-たび塩

運司にあたってしまうと､きびしい取り立てにあって破産し､妾を売り子を売って完済するのは､

1人だけではない｡このため生計が成り立って､ここよりいささかでも生活が有る者は､これを視
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て死路と為し､塩遇司になる者は､皆赤貧で悪いやつらで､命をすてて金を取り､処罰をしてもど

うしようもなく､追究しようとしても掌撞出来ない｡弊害がここに及べば､何も言うことは出来な

い｡

塩政を改革するならば､ここでは最も簡単で最も易しい方法で､しかも国の金庫を充たし民にとっ

て便利なものがあるが､ここでは長産以下はともには論じないで､ただ准場の塩だけを論じる｡そ

もそも塩を食べる畳を計算すると､1人が1年中で必ず塩50斤､その塩価は高い時で5銭あまり､

安い時は4銭で十分であり､そして場内の塩の精製は元手が4分だけであり､すなわち1人の人間

につき､毎年塩を精製するものは､利益4銭余りを得るO准場の塩を食べるのは1億万人なので､

すなわち毎年4千万両の利益が生まれる｡製塩の報酬とすれば､これはわかりやすくて明快ではな

いだろうか｡

朝廷はそれ以前のこの煩雑でこまごまとした法を､尽く廃止して､ただ揚州に院を立て司を分け､

場ごとに官価で精製し､関橋に貯え廠内に置く｡各省の塩を購入する商人は､多いものは千金万金､

少ないものは十両二十両の資本を用意して､ただちに各方面からの船に乗って､廠の前に船を着け

るOある日に銀を払えば､次の日に許可証が渡される｡-たび瓜州､儀兵の門を出れば､どこにで

も自由に行っていい｡長江のあたりには､多くの水路や小港があるが､再び呼び止められて検査に

煩わされることはない｡各省の塩法道や､巡塩兵は､尽く撤去して､大小の行商が塩を販売するの

に便利なようにして､五穀を販売するのと同じにする｡この法を-たび行なえば､四方の人々が家

鴨 (アヒ)i,)の如く走り赴くであろうC半歳も経たずに､富が丘や山のようにたくさんql-もるであ

ろう｡わずか150万両の収入のために､どうしてある日には弾劾 (注13)を議し､別の日には会計を

司る官をあばき､前の月には巡兵を罰し､その翌月には背吏を尋問し､そして税を完納できない商

人を罰し､商人の家族を拘禁する､それなのに日々不足の憂いがあるのは何故か｡かつて唐の劉鼻

(注14)が揚州を得たようにすれば､いつもお金がスムーズに流れるのを見るだろう｡従来法律とい

うものは､久しく続いていると変わるものなのだ｡私が主張しているような方法ですれば､塩の販

売網はすでに千里にひろがり､山の僻地や小県に入っていって､舘票や鰍筋 (注15)､私塩の罰なん

かも必要はないのだ｡漸江省では､塩兵に命じて､毎年毎月塩の密売人を何名か逮捕せよと言って

いるが､これは民を盗人にするものではないか｡こんな法律はなお笑うべきだ｡私の主張している

方法こそ簡単便利で商人の活動を活発化し､民を恵む近道である｡世の中の財政に通じているよう

な人は､私と話し合おうではないか｡

第2章 ･注

(i)宋応星は､r天工開物Jの ｢五.作鹸｣の<旦産>で次のように記述している｡

｢凡塵産最不一､海､池､井､土､崖､砂石､略分六種､而東夷樹葉､西戎光明不興罵｡赤願之内､海

歯居十之八､両二英男井､池､土成｡或仮人力､或由天道0線之､一経舟車窮碧､則造物磨付出罵O｣
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(2)上の図は､<中国塩菜に於ける両准塩の比重> (宮崎市走 ｢歴史と塩｣r宮崎市走全集17人 岩波替店､

1993年 (初出は1941年)､p.39)O宮崎氏によると､｢特に江蘇省沿岸の製塩事業の発達が目醒ましく､

現今でも.中国全産額の約23%を産出し､之を江蘇､安徴､江西､湖北､湖南の五省の大部分に供給

している｡｣

(3)宋応星は､r天工開物Jの ｢五.作鹸｣<池腰>の中で､

｢凡地盤宇内有二､-出挙夏､供食辿鎖､-出山西解池､供晋､縁語郡僻｡･･･其梅迫､探州引海水

入旭晒成者､凝結之時､掃食不加入力､輿解旗同O但成塵時日輿不箱南風､則大異也｡｣

と記述している｡r野鼠l｢塩政談｣の ｢辰池｣とは､鯉論<寧夏><解池>ではないわけで､r天=聞物J

に記している海豊 (広東省)のことなのだろうか｡

(4)岸本英緒 ･宮帖博史氏は､r明楢と李朝の時代j(中央公論社､1998年)の中で､

｢成化帝､弘治帝の両皇帝の時代を､明末の人びとはしばしば ｢盛世｣として回顧 している｡ただし､

この時代の何が盛世なのかと考えてみると､あまり目を引くような出来事も見あたらないのである｡対

外関係からいうならば､15世紀後半は防御策に終始した時期であったといえる｡しかし､防御策なり

に成功しており､長城の建設以後16世紀の初めまで､モンゴルの攻撃は絶えることはなかったとはいえ､

国家的な危機というような重大事態に直面することはなかったO･ ･この時期の ｢盛世｣は､どちら

かといえば平凡な資質の皇帝であればこそ実現することのできた ｢無事これ名馬｣の太平であったと

いえるかもしれない｡｣(p.74-77)

(5)岸本美緒 ･宮嶋博史氏は､r明暗と李朝の時代J(前掲昏)の中で､

｢ここで注目すべきは､16世紀という時代は､官僚や大商人の人目を驚かす蓄財によって特色づけられ

る時期だということである.｣(p.166)と述べている｡
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(6)挟西省出身の商人 (駅西商人)｡その発展の経緯には､明代に施行された通商法の一種である開中法に

関係がある｡閑中法は､商人に米菓を辺地に輸送させ､代価として塩 ･茶を支給 した法で､まず辺境

に米菓を納入した商人に､倉砂 ･勘合といわれた手形を支給する｡商人はこれを所定の各産塩区の都

転遜塩司､塩課提挙司に示し､販売許可証である塩引と交換し､塩場で塩を受け取 り､これを定めら

れた消費区域 (行塩地分)に運搬 ･販売する｡販売完了後は一定期間内に､塩引を政府に返納するこ

とになっていたoLかし､次第にこの体制は守られなくなっていった｡佐伯富氏の r中国塩政史の研究J

(法律文化社､1987年)によると､

｢ここで注意すべきことは､多数の塩引を買い占めた官員勢家の多くは､これを以って塩の版遇を行な

わず､転売したことである.塩引は先に指摘 した如 く､納税 ･只引 ･版塩の一連の行為は同一人でな

さなければならなかったのであるが､この体制はまったく守られなくなっていた｡- ･塩引の売買は､

更に進むと商の売買にも発展する｡ここに碗というのは概串を辺境に納入し､塩引を受領する権利を

いうのであるが､この稚利が転々と売買されるに至ったのであるC･･･成化四年 (1468)､充満銭は

毎引七分ないし一銭であったが,妾的七年 (1528)には､すでに二銭となっている｡また太祖の洪武

年臥 塩引価は毎引銀^分であったが､姦婚七年には七銭五分､約10倍にも昂膿 している｡この他に､

塩商には勧借 ･科罰等諸種の経費があり､准塩一引は二両余にも上がっていた｡このように塩引を入

手するに､国初の25倍という美大な経費を買することになると､中小資本の塩商では到底道営するこ

とは困杜で､塩の販選は自ら大資本の商人に独占されることにならざるをえないDしかも彼らは勢蒙

から塩引入手の権利､碗をも貿収して､これが酒代の根碗制度に発展 した｡しかしてこの根商を独占

して発展した商人が､挟西 ･山西と徴州 (新安)出身の揚州塩商であったのである｡｣(p461-463)

(7)山西省出身の商人 (山西商人)｡中島楽章氏の r徹州商人と明活中副 (山川出版社､2009年)によると､

｢山西商人は明代前期から､万里の長城にそった軍事地帯に近いという地理的条件を利用して､北方に

駐屯する軍隊に軍程を納入することによって､塩の販売権を入手し､それによって最有力の商人典団

となった｡｣(p.011)

その業務は塩商､米商､絹商､綿商､質商など広範囲に及んだ｡

(8)安徽省徽州府の商人 (新安商人)｡新安は徽州の古名｡その活動は明の中頃から活発となり､揚州の塩

疎として発展した｡･桁代にかけて多数の官僚を出し､政界と結託 して経済界に活躍､その業務は塩商､

米商､絹商､綿商､茶碗､貿易商､貿商､鉄商など広範隣に及んだ｡

(9)背更は､｢官｣に入らない下級の役人で､｢吏背｣とも単に ｢吏｣とも言う｡明未清初の学者である願

炎武 (1613-1682)は r日知錦Jの ｢吏菅｣で次のように語っているO

｢天子之所侍以平治天下者､青首也.故日臣作朕股肱耳目｡又日天工人其代之｡今奪百官之椎而一切席

之吏背.是所謂百官者虚名而柄固着吏腎而巳｡郭晩之告燕昭三日､亡餌輿役庭呼｡其可惟平｡案以任

刀撃之吏而亡天下O此固巳串之明鼓也｡.･･又日､団朝立法太股如戸部官､不許蘇松漸江人為之､以

其地多既視､恐飛読烏姦也｡然弊孔鼓資､督由吏膏｡堂司官遷特不常､何知之有｡今戸部十三司､背
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算骨相興人､可謂目察秋墓､而不見其睦老兵｡｣

(10)官船は､政府の船 ･御用船のことであるが､r野談｣の ｢塩政談｣で宋応星が記述 している<官船>

<漕肪>の走衣について､今のところ詳細は不明である｡

(ll)漕坊は､滑遇に用いる船｡廻船､逓滑船､荷物船｡明代にいう油逆は､南方から税として取 り立てら

れた稲米を帝都北京に水路を利用して遊ぶことを指している(堀船)｡宋応星は､r天工開物｣｢九 舟車｣

の<thluh-肪>で油妨 (概船)についてかなりのスペースを割いて詳述 している｡その冒頭部分は下記の

通りであり､下図は r天工開物JIに描かれている<酒妨>である｡

｢凡京師弟軍民集匿､常団水運以供偶､竹肪所由輿也O元朝混-､以燕京烏大都､南方道道､由蘇州劉

家港海門黄連沙開洋､直抵天津､制度用遮洋船O永楽間因之､以風漆多険､後攻滑連｡平江伯陳某､始

造平底夜船｡則今耀虹之制也｡｣

(12)清書星氏は r宋応星評伝j(前掲qt:)で､｢析板分野､典衣換米｣を ｢便紛紛将船折僧変賓､困難者甚

重要典衣換米｣と説明している｡(p.321-322)

(13)播舌星氏は 『宋応星評伝l(前掲啓)で､｢直指｣を<加派官月>､｢皮支｣を<財政官>と説明している｡

くp322)

(14)劉貴:715-780O唐中期の財務官僚O安史の乱後の国家財政の建直しに功続をあげ､地方官を歴任し､

代宗期に宰相となるO転避便 ･塩鉄億を兼ね､南方からの税米輸送や塩専売法の修正を実行し､国家

財政の窮乏を救った｡宰相揚炎の時､証言により死を命じられたo

r箇唐審j巻123に ｢劉貴伝｣が記載されているD

｢劉貴字士安､暫州南華人0年七歳､畢神童､授秘昏省正字O累授夏願令､有能名｡歴殿中侍御史､遜

度支郎中､杭拓巨華三州刺史､尋運河南平O- ･鼻累年己来､事故名穀､聖慈含育､特賜生全0月飴家居､
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連即臨逝､恩桑感切､思現有身｡見一水不通､願荷車而先往 :見一粒不遇､廟負米而先速O焦心苦形､

期報明主､丹誠未克､漕引多度､昇督中流､掩泣戯状0日此毎歳遜米数十筒石済開中｡又重徳初､名

園用不足､令第五埼於諸道椎捷以助軍用､及鼻代其任､法益精密､官無二温利｡初､歳入鐘六十筒井､季

年所入違十倍､両人無厭著｡大暦末､通年一歳征威所入線一千二百常rr､而康利且過半｡累遷吏部尚啓｡

大暦四年六月輿右僕射袈運慶同赴本管祝事､敷尚食増田価供､許内侍魚朝恩及宰臣己下常朝官成詣省

送上｡八年､知三鎗選挙｡･･.｣

また同様に､r新唐鞍j巻149に ｢劉貴伝｣が記載されている｡

｢･･･鼻骨以茨補之､人不加調､而所入日如｡第五埼始椎旗佐軍輿､萎代之､法益密､利無泣入｡初､

歳収籍銭六十寓､未乃什之､計歳入千二百筒､確居大半､民不皆勤｡京師兇暴紫､詔取三溝斜以牌閑中､

自損州四旬至都､人以馬神｡｣

(15)現在､探索中である｡

3.訳注 ｢風俗議｣

風俗謙

｢風俗､人心之所為也O人心一過､可以造成風俗 ;然風俗既変､亦可以移易人心｡是人心風俗､

交相環鴇者也｡

大凡泰平之世､人心寧庭其債､不怒窮奮 :寧安子卑､不求誇大 :寧守現希金銭､不博未来額貴 :

寧以鎗金収載干害内､不求子母旋生干世間｡今何如哉O有銭著者修日甚､而負債窮人､亦思華服盛

廷而致之､至称貸無門､軽則思撲､而重則思標臭｡鳥士者､日思官居清要､而咲畝庶人､日督其椎

頭子弟儒冠儒服､夢想科第､改換門楯､至歴試不善､稚裕則耕督人件､極奮則終身以儒冠親藩､而

結局不可言奏｡

吾人半是薦貧而仕､便其止足在念､即卑官潤淳､原可倫用娯老 :而星夜計度､括其所得､多方破

送､督求薦章.不代直指恩人満之数､不為国家想功令之巌､餌送而外､壷其所有､央托貴紳O便其

得也､再任未必有償還之日 :其不得也､則数年心力膏血､付之東流､而好林粛索､不可言英.緒紳

素封之在太平之世也､希有羨金､必牢寂､烏終身輿子孫之計｡其在今日有鏡閑住者､惟恐子息不生､

耽奴訪問故直之家､子孫産存而金姦者､典行商坐貿有能而可信者､終朝俵放､以英子銭.輔弼及期､

破顔催併､究尭原本､不知何度出耕､何況子鏡｡在我薦本傷心､在彼求人無蕗､哲懐思乱､誰執其

容｡

我生之初､親見童生来入学者､冠同庶人 :婦人之夫不烏士者､即隣有寓金､不戴梁冠千首 :籍紳

牒妾､冠亦同千庶人之婦､以別干鯖｡三十年来光景曾幾何哉｡今別日成童､以至九流蛮術､汝手山

人､角巾無不同 :婦人除官家門内執役者､若別居遼主而不見､亦戴梁冠｡庶人之家､又何論英｡

京官名帖大字､事体原無妨橋｡然嘉靖中葉巳大極､而隆､寓後陣而小､未必非無明安盛之兆｡長

安好事之家､有存留歴年名帖者､以相比対､直至天啓壬成方大極､而無以復加｡自省垣庶常而上､
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演頂止空一字､則壬戊之束也｡外宮堅守旧規､其式仇故｡然制科篤推知者輿中行科道-聞耳EL 見

行束方寸亦不寧静､末必非大字薦之崇｡且学問未大､功業未大､而只以名姓自大,亦人心不古之一

端也｡

納粟得官､致努尺寸､蹄家而有司以礼優待､此間然也｡山城遠郷､専出自丁､狩手､一割肝腸只

烏誇嚇林人宗族.入京空走一度､或買虚課長軍､或行頂名飛退海､或賄托前門賓 (便覧)者刊名干

上､使刊京衛､外衛､経歴､鴻腹､光禄､序班署丞､鯨来張董乗輿､拝謁有司､結交衝役､勅令送

程回舞O彼細入宗族之見至､紗帽羅衣､抗礼鯨庭､以薦集権之極｡無主見者､視田圃薦無用低下之

物､日夜心湊､思策金而走国門｡此又人心不古､而引入窮困蹄乱之一端也｡嵯夫｡人心定而職分安､

職分安而風俗変､風俗変而乱萌息｡是操何道以勝之｡尺幅之間､蔦能絵其什一哉｡｣

(訳)風俗議

｢風俗は､人心が作り上げるものである｡人心の赴くところ､風俗を遣る;だが､風俗が変われば､

また人心を変える｡このように人心と風俗は､相こもごも交わってめぐり回るものである｡

およそ泰平の世には､人心はむしろ倹約に安んじ､家督を極めるのを善しとしない :むしろ卑に

安んじ､誇大であることを求めない ;むしろ今ある金銭を蓄え守ることに安んじ､未来の身分の高

さを求めない :むしろ余りの金をあなぐらに収蔵することに安んじ､利息を多く生ずることを求め

ない｡しかし､今はどうだろうか｡お金がある者は奪修が日々甚だしく､負債をもっている貧しい

人たちもまた金持ちの美しい服や豪華な宴会を真似､お金を貸してくれるところがないと､軽くは

盗みを思い､重くは殺人強盗を思う｡士たる者は､日々官として高い地位にありたいと思い､一般

庶民は､日々その幼い子弟を監督して儒冠儒服につくように勉強させ､科挙合格を夢見て､門の横

木を改め変えることを夢見る｡しかし､何回も試験を受けても合格しない場合には､やや裕福であ

れば絹期によって国子監に入り､極めて貧しい人は､生産儒冠をもって家庭教師として流浪する｡

つまるところ､何という有様だ｡

我々の半ばは貧しいけれども官職に就き､心の中で足るを知ると思っている｡たとえ卑官でもそ

れなりに潤った生活をして､倹約して老後を楽しむことを願っている :しかるにその他の人々は昼

夜計算をして､自分の収入を全部まとめて､あちこちに贈り物をして､よりよい官位の推薦状を求

める｡弾劾することをしないで､努力してポス トを得ようともせずに､国家の法令の厳しさという

ものを思わずに贈り物をしたりあらゆることをして､贈り物の他にも､その持っているものすべて

貴紳に寄進する｡もし官位を得たとしても､再任されて必ずしも今まで使ったお金を償還できる日

は来ない :もし官位を得なかったら､それまで数年の心追いやお金がすべて無に帰してしまい､物

寂しい郷里に戻ることになる｡何という有様だ｡籍紳やお金持ちの者は泰平の世には､少しお金が

あると､必ず蔵に囲い､自分の一生と子孫のために使った｡それが今日では､お金があって生活に

困らない人はただ利息が生じないことを恐れる.また虎視耽々と元官吏の家では､子孫で臼土はあ
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るもののお金が尽きた者が､遠隔地商人や在地の商人で能力があり信ずることが出来る者を探し､

分散投資して利息を望んでいる｡虎視耽々と期に及び､大喜びで取り立てるが､つまるところ原本

さえも得られないし､まして利息など得られない｡自分にとってもお金を失って心を傷つけ､相手

に対しても生きるすべを失わせ､皆々と乱を思う｡これはいったい誰の容だO

私の生涯の初めの頃は､室生で入学していない者を見ると､その冠は庶人と同じであった :婦人

の夫が士と為っていない者は､豊かで万金があったとしても､梁冠を頭に戴かなかった こ緒紳のお

妾は冠がまた庶人の婦人と同じであり､それでもって正室と区別していた｡このような三十年来の

光景はもういったいどうしてしまったのか｡今はすなわち成童より､高い地位の学者や風流な世捨

て人に至るまで､角巾が同じである ;婦人は､大きな富家で雑役をしている者だけでなく､主人に

顔を合わせられないような卑しい者でも､また梁冠を戴いている｡ましてや､庶人の家では言うま

でもない｡

京官(中央にいる官)の名刺は大きく､その事自体はもともと問題ではなかった｡然るに姦婦(1521

-1566)中ばにはすでに大きさが極まり､隆塵 (1566-1572)､万暦 (1572-1620)時代にはまた降っ

て小さくなったけれども､安盛の兆しがあったわけではない｡都の好事家で歴年の名刺を収集する

者は､互いに比較すると､天啓壬戊 (1622年天啓2年)に名刺の大きさは極まり､それよりも大き

くなることはなかった｡省内にいる進士に合格したばかりの者でさえも､｢湊頂｣｢止空｣の字体を

用いるのは､すなわち壬戊の名刺である｡地方官の役人たちは従来取りで大きな名刺を使っている｡

然るに科挙において推薦される者と監察官としてすぐそばで目を光らせているようなりっばな人は､

大きな名刺を見ても心動かされず､大きな名刺を尊ぶということではない｡だから学問がまだたい

したことがなく､仕事もまだたいしたことがなくて､ただ名刺でもって自ら誇るのは､また近頃の

人心の嘆かわしい一面である (注1)0

お金を納めて官職を得て､功掛 ま僅かなのに､郷里に帰ると役人は礼を以って優待するが､これ

はまあいいだろう｡とても辺郡な所で､もっぱら無位無官の平民しかいない所では､郷里に帰った

人が役人と気が合えば､ただ郷人宗族を脅かすだけである｡入京してやたらに動き回ったり､自分

に箔を付ける長い単衣を買ったり､或いは名前をかたり賄賂を贈って近道を探したり､或いは前門

において r便覧Jを売る者に賄賂を贈って自分の名前を杏かせ､役所の京衛､外衛､経歴 (注2)､

鴻膿 (注3)､光禄 (注4)､序班 (空きポス トを管理する)の普丞 (捷5)に r便覧jを配布し､覆い

を張った輿に乗って帰って来て､役人に拝謁し､衛役と結託し､見送りの答礼訪問の儀式をさせる｡

郷人宗族は彼がやって来るのを見ると､彼が絹の帽子 ･絹の衣で知県と対等の礼をしている､もっ

て郷人宗族は栄耀の極みとする｡きちんとした考えのない者は､田園を視て無用価値のないものと

見なし､日夜心を病み､金を集めて北京へ行こうとする｡これはまた人心の変化したことであり､

困窮し乱に帰すようになってしまった｡ああ､人心が定まって職分に安んじ､職分が安んじてこそ

風俗は落ち着き､風俗が落ち着けば乱萌が止む｡どういう方法を採ればこれを凌得出来るのか｡こ
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れに関して言いたいことがたくさんあるので､尺幅の間では､言い尽 くせない｡

第3章 ･注

(1)岸本実線氏の ｢明治時代の身分感覚｣(r明治時代史の基本問題｣､明清時代史の基本問題絹張委員会､

汲古啓院､1997年)によると､

｢全体として､明末において名帖 (名刺)は次のような変化傾向を示したといえよう｡第一に､名帖そ

のものの大型化と華美化｡明初には､帽三､四寸の紙を箸のようにj細く巻き､｢其々拝｣と名前を沓い

て出すだけであったものが､次第に白紙から上等な紅紙を用いるようになり､六つ折りの大きな雑を

使い､名前も大字で古くなど､明末にはその蟹沢さがしばしば批判されている｡第二に､明初には親

族呼称や ｢学生｣などの単純な自称を用いていたものが､16世紀前半頃から ｢侍生｣｢晩生｣などの新

しい自称が発達してきて､それが士大夫の交際における極めて重要な意味をもつようになったのであ

る｡そして､相手との上下関係を示すこうした表現において､相手に対する自己卑下的態度が全般に

強まっていったことが指摘し得る｡第三に､自称の楼能は､相手に対する上下関係のみならず､同時

に近さをも表示することにあるのだが､本来親戚 ･婚姻間ないし代々の親しい交際や同年関係に用い

られるべき ｢春｣字や ｢通家｣｢年家｣などの語を付し､或いは ｢盟｣字などを用いることによって､

相手との近さを強調する傾向が明未には強まってきた｡｣(p.416-417)

(2)経歴は､官名O金代､枢密院･都元師府に皆低く｡元･明これに因るD晴代､宗入府･通政司･都築院･

衛 .布政使司 ･按寮便司 ･選逓便司の三司､及び各府に置き､御門にあって出納移文の串を掌る吏.

(3)沌膿は､官名｡北斉､大砲膿を改め鴻腹寺と称し､歴代これを置く｡外国に関する事項､朝貢来聴の事､

及び凶儀 .弼廟の事などを掌る｡

(4)光祐は､官名O薬代に始めて郎中令の官あり､宮殿頼門戸の串を祭る｡唐以後､始めて司勝の官とし､

歴朝これに因った｡

(5)｢序班｣は明･酒時代の官名.織膿寺に属し､百官の班次を序することを掌るO(r明史j織官志 ｢司儀･

司賓二者､各署丞一人､鳴賛四人､序法五十人o｣)

4.訳注 ｢乱萌議｣

乱萌議

｢治乱､天道所為､然必従人事召致｡萌有所自起､勢有所由成､誰能数若列眉者｡

実売盗即半天下､其真正殺人不厭､名盗不蓋､斬雄性善之根者､百人之中三五人而止｡担初猶懐

不忍之心､習久染成同悪之俗､葉番不善､終不可反者､又二十鎗人而止O其僚脅従葵町如何､中悔

無国華面者､尚居十分之七也｡

蒐起草､延之間､逃兵侶之､飢民和之､此生薬未人音之売也O逃兵飢民､群果無主､渠魁舞智而

君之､従者日衆､分立酒色財気四秦､窓飽淫禦｡当事欽兵訣撫､群盗韓志笑阿｡三素子女王吊､群
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盗桑梓之産､有不忍掠蓋之意､乃始渡河而東､此大昔之克也｡

晋撫無能､只怨案盗之禍隣､不思晋兵自堪戦｡河東州邑､貴如公卿世盲､富如豊実巨商､錦繍繁

華､垂誕遠適｡受韓安着､百姓経年恨怒､乗売至而思反之､或自起一隊､或投入彼中｡今日盲而明

日千､盗日増而民E]減｡名埋姓没､火輿兵連､此晋地初繁之克也｡

秦撫南征川戎､北戊西安､堀起売盗､促入桟中｡朝中会推才望､得一人而督五省｡乃五省線督之

兵法､有撫無征､意謂坐待功成｡不期浜中掠蓋､突桟而出､五省之売､気合声連､此秦､晋再繁之

売也｡

普天緒紳勢焔､人情日無足飲｡封君公子主之､家人子弟和之､親戚傍依､門客仮借､邦人受渡逢

編､R8尺膿胞｡解雇官舎､家居一門､遺子万里､而中州風俗為尤甚｡凡素封存中人之産着､群官僕

従一別､徹骨立寒､欲求残嘱萄延､唯有望門投献｡貧士初得一挙､林立巳遍階前､一正主僕之名､

便可畜使虜使､甚則徴其妻子､飢其体膚､甚干せ僕｡其人襖悔無及､憤怨不堪､又望売至而勾連蹄

附､此譲省再繁之蒐也｡衆巳合千五省､患末息子六年｡東結西連､分魁立師､両全楚沿帯長江､遂

無一塊乾浄土｡

催徴之法､目安里長O凡国家役法令流､一里管催十排｡仮如十排之中､内有一排鳥類青､一排為

青衿之貴重者､此其家桟敷必多.此八排之中､値充里長､各項加派額徴o有司厳刑追併､帯癒負痛､

来到紳貴青衿之家､五尺懸門､不輿報通鍬乗｡計無復之､相勧投入尭中｡夫里長本良名､一旦篤志

盗而不他､挺而走険､急何能揮也｡十載飢寒併至､強盗鼠窃､遠地紛絵｡捕官捕兵､能覚察而獲其

盗者､百中不遇一二｡其鎗倶官司式一比､急取影響之人､苦刑逼認真賊｡一人坂連､必有数十.一人

受坂､一家不靖｡望大売之至､而思従之､萄以好死､達也其他也｡童子貧士､失館業而計日舞程､

好手鮮生涯而経旬絶粒者､不可枚挙｡不然､入管有是四端､既名売盗､則側陵墓悪両皆漸減｡此方

五寓､彼方十蔑､果従何等色目変化｡

大凡使民不為盗､道存守令之心 :而降益化烏民､種在元戎之令｡守令軽視功名､則勢要不能逼細

民｡従此吠畝有生存之柴､而売盗何自生｡元戎不惜身命､則士卒不敢避鉢鏑､指日渡鹿､有招降之

捷､而尭盗何由寮｡乱萌之起也､則守令長期紳如贋鬼､而寧以草菅視子民 :乱勢之成也､則将軍畏

狂蒐如天神､而寧以逗進発卒伍｡野談及此､沸泣継之､不知所云兵O

(釈)乱萌議 (注1)

世の中の ｢治｣と ｢乱｣は､天運の為す所であるが､然るに必ずや人間が招き寄せるものである｡

乱の芽生えが自ら起きる所では､勢いがその状態にするのであって､誰が列眉の如くはっきりとそ

の数を数えることが出来るだろうか｡

そもそも売盗は天下を半ばにし､その真に殺人を厭わず､盗という名を墓じず､性善の根を斬絶

する者は､百人中3-5人に止まる｡立ち上がった当初はなお悪を忍びないという心をもっている

が､長く習うと共に悪の俗に染まり､これまでに何回も不善を為し､ついに正道に戻れない者は､

77



乗応星 r野諌J訳注 (4) 加 計 三千代

また20人余りに止まる｡その他は､脅かされて訳の分からないまま従い､悔やみながらもそれを変

えることが出来ない者が､百人中の10分の7である｡

尭賊が輩昌 (甘粛省駅西県)と延績 (挟西省稔林県)の間に起つと､逃亡兵は売賊の先頭に立ち､

飢民はそれにしたがった｡これは秦 (隣西省)で生じ､晋 (山西省)には入らなかった尭賊である｡

逃亡兵 ･飢民は､主がない集団で､売敗の首領は知恵を巧みにはたらかして､群衆たちを統率した｡

従う者は日に日に多くなり､酒 ･色 ･財 (物欲)･気 (短気)のそれぞれの気質に応 じて､淫楽を

ほしいままにした｡政府は兵を集めて盗賊たちを撫そうとしたけれども､群盗はやりたい放題で笑っ

ている｡三秦 (関中 :陳西省南部の湊水上流域の盆地)の子女の宝石や絹物は､群盗の故郷の産物

なので掠奪し尽くすことは堪えられない気持ちがあるので､そこで黄河を渡って東の方向に向かっ

た｡ここで晋 (山西省)に入る尭戴となった｡

晋 (山西省)の巡撫は無能で､ただ秦 (挟西省)の盗賊が隣りの山西省の禍いをもたらしたこと

を怨むけれども､晋 (山西省)の兵が戟いに堪えられるとは思わない｡山西省内の黄河以東の州や

邑では､高い位の公卿や代々の名家のような身分の高い富がおり､塩や五穀の巨商のような富人が

いて､賓沢で繁栄しており､益敗は略奪したいと思っていた｡人々は取り締まりを受け､苦しみを

受け､長年恨み怒っていたので､蒐賊に乗じて反乱を思い､或いは自ら一隊を立ち上げ､或いは尭

臓の陣中に投じた｡今日の百が明日は千となり､盗嵐は日々増し､民は日々減った｡人々は姓名を

埋没し反乱軍の一員となり､兵火が続いたが､これは晋 (山西省)の地で初めて盛んとなった蒐臓

である｡

案 (挟西省)の巡撫は南は川戎 (四川省の異民族)を征し､北は西安を守った｡晦起した尭盗は

促されて桟中に入った｡朝廷では才能ある者を推挙し､一人を得て五省を統轄させた (注2)｡すな

わち五省 (注3)総督の兵法とは､招撫して征伐はしない､その意は座して功成を待つというもの

である｡予想もしないことに浜中では略奪し尽され,反乱軍は桟道を出た｡五省の売賊は､気が合っ

て意気盛んだった｡これは､案 (隣西省ト 音 (山西省)では再び盛んとなった寅賊だった｡

世間あまねく､精紳の勢いははなはだしく､日々際限なく欲望をもっている｡緒紳の勢力の中心

は ｢封君公子｣(注4)であり､籍紳の家人や子弟がたより､親戚がたより､門客も精神の勢力を借

りているが､郷人はむしり取られて偏されているのにそれがわからない｡有力な役人の官舎では､

遠くからの一門が官舎に同居しているが､これは中州 (河南省)の風俗が最も甚だしい｡およそ素

封家でそこそこの財産がある者は､官と僕が群がってむしり取られもするので､すぐにすっからか

んになってしまう｡他の人たちが生き延びようとしたら､有力者に投献するしかない｡黄土がいっ

たん華人になると､その人の勢いにあやかろうとして門前に林立する0-たび新華人の僕となって

しまったら､奴隷か家畜のようにこき使われて､はなはだしい場合はその妻子を取り､彼を飢えさ

せ､それは世僕よりも甚だしい｡その人は後悔しても及ばず､憤怒に堪えず､また売賊が来てそれ

にくっつくことを望む｡これは禄省 (河南省)で再び盛んになった鬼賊のことである｡多くの人々
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がすでに五省に合流し､患いは6年たっても止まない｡東に結び西に連なり､首領を分かち師を立

てたので､楚 (湖北 ･湘南)全体 .長江一帯は遂に乱が起きていない土地が無くなった｡

年貢の催促法は､里長の責任である.凡そ国家の投法は順番で､1人の里長が10排の徴集をつか

さどる｡もし10排の中に､1排が有力な官で､1排が有力な家の生員であれば､この家の棟数は多

い｡それを除けた8排の中で､里長にあたった者は､各項目の加派と額徴について､役人が厳しい

刑で追徴 し､里長は拷問で傷を負い､(一方)里長が精紳や有力な家に行 くと､12,3歳の童子が取

次ぎ､税の徴収に応じようとしない｡どうしようもなく､彼らは尭賊の中に投 じる｡そもそも里長

は元々は良い人たちであるが､一旦賊盗になると情け容赦なく､まっしぐらで危険なことをする｡

他に選択肢がないのである｡10年間飢えと寒さが併せて来ると､強盗･窃盗が､各地に広がっていっ

た｡捕官や捕兵が､そのことを察しても､本当の盗賊の逮捕は､百人中1､2人に過ぎない｡その

残りは上司が安め立てるのを倶れて､急いで伝え聞いただけの人を捕え,苦刑で無理やり盗臓と認

めさせようとする｡1人引っ張れば､必ず数十人が関係する｡1人が引っ張られれば､その一家は

類を安くo大規模な蒐賊が至るのを望み､これに従うことを思い､いやしくも死から逃れようとし

て､その他を急ぎあわれむ暇がない｡貧士に至っては､家や生業を失い､日々食べるものがなく､

仕事をせずにぶらぶらし10日間食べるものがない者は､枚挙に暇がない0人は4つの原因があれば､

皆､短盗となってしまい､あわれみの心や己の不善を恥 じ入の不善を憎む心は全部なくなってしま

う｡こちらで5万､あちらで10万､みんな同じではないか｡

およそ民を尭盗としない方法は地方官の心にある :充溢を民に変化させる､その権限は将軍の軍

令にある｡地方官が手柄や名誉を軽視すれば､権勢者が貧しい民に無理強いすることは出来なくな

る｡これにより田舎では生きていく楽しみが出来るので､そうすればどうして尭盗が生じることが

あろうか｡将軍が命を惜しまずに戟えば､戦士は果敢に敵に立ち向かい､素瓶は指揮官の旗を指さ

して､早く投降しようとする､そうすればどうして尭臓が広がることがあろうか｡乱のきざしが起

きるのは､地方官が ｢顕紳｣を悪鬼の如く畏れて､｢子民｣を膿 しいものと見なすからである .乱

が勢いづくのは､将軍が猛々しい売賊を天神の如 く畏れ､むしろ蒐賊を放置して軍隊に厳しい統率

をしないからである｡野議をここまで述べてくると､涙が続き､これ以上言うことが出来ない｡

第4章 ･注

(i)r明史j巻309に ｢流威伝｣が記載されているoその一部を下記に記すo(なお､文中の<神宗>は明朝

の第14代皇帝万暦帝､<鞍宗>は第16代天啓帝､<荘烈帝>は第17代で明朝億後の皇帝崇禎帝を指す｡)

｢流賊之禍､歴代恒有､至明来季日成､張厳忠極兵 ｡･- 荘烈帝承神､貴之後､神宗怠荒棄政､某宗

堰近間人､元気轟漸､囲脈垂維O向使薫宗御宇復延激戦､則天下之亡不再伸臭O荘烈之繕統也､臣僚

之濃局巳成､草野之物力巳耗､廃家之法令巳嘆､遇雇之拾枕巳甚｡荘烈錐鋭意更始､治核名守､而人

材之賢否､談論之是非､政事之得失､軍機之成敗､未能灼見於中､不措於外也｡且性多疑而任寮､好
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剛而尚鼠｡任寮則苛刻寡恩､尚束則急速失措｡富夫軍盗浦山､四方鼎排､而委政柄者非肺即倭､剃撫

南端､荘無成井｡内外大臣救過不給､人懐規利自全之心｡言語潜在､切中卒弊者､率督推所以去｡某

所任清閑帥者､Jil種中制､功過美倣｡敗一方即数一勝､節-城即殺-更､貨嗣大明而至於不能罰､制

駁過厳-･症毒並饗､飲症固巳甚危､而潜則良否錯進､利別寮熱互投､病人杏育､而無可救､不亡何待裁.

是政明之亡､亡於流賊､而其敦亡之本､不在於流敗也O鳴呼｡荘烈非亡国之君､而富亡閥之遇､又乏

救亡之術､従兄其焦算哲乱､才立於上十有七年｡而椎暖不問良､平之謀､行間未哉李､郭之勝､卒致

宗社顛鞍､徒以身殉､悲夫｡｣

(2)これは､陳杏稔のことで､彼の串については､r野談｣の ｢練兵譲｣にも記述されている｡宋応星の関

心の大きさが伺われるかと思う.r明史J巻260に ｢陳寄稔伝｣が記述されているD

｢杏玲無大計､適評之､先後籍三濁六千億人､悉努出師腿D毎百人以安撫官一護之､枚所過州願具挟堆

侍送､諸将軽避擁撫串.諸賊未大創､降非賛也C既出桟道､遂不安約束､指数安撫官五十鎗人､攻掠

吉有川麻､閲中大凝｡｣

(3)五省は陳西 ･山西 ･河南 ･湖広 ･四川の各省｡

(4)｢封君公子｣については､明末に一部暴徒化していた王孫帝子が考えられるが､現在の所､探索中である｡

考察と展望

今回は､r野議Jの最後の4議 ｢学政談｣｢塩政議｣｢風俗談｣｢乱萌議｣について訳注を行なったが､

宋応星は今までの各譲同様､この4談でもそれぞれの状況とそれに対する打開案を述べている｡

まず ｢学政談｣について｡｢はじめに｣で説明したように明朝では科挙は<学校試>とく科挙試>

に分かれていたが､その学校での行政長官が<学政>で､宋応星は<学政>が非常に重要だと述べて

いる (｢学政顧不重哉｣)｡しかし現状は､｢欲謙一不肖､而願可狙格､府可平翻､其他無論巳 (1人の

不肖の生月を追放 しようとしても､県は阻止することが出来､府はひっくり返すことが出来るし､他

にもそのようなことはたくさんある)｣ので学政は非常に権限が軽 くなっており､それが治乱の大連

鎖の一要因になっているとしている.そしてその状況を打開するために､応星は ｢欲返天下醇風､別

を鉄面学使者何法以謝請托 (天下の純風に返そうと欲すれば､鉄面の学政たる者こそ､請托を断わる

ことが重要である)｣と力説している｡<科挙試>について述べた ｢進身談｣と同様､｢学政談｣は宋

応星が科挙に対する思い入れが深いことが伺われるかと思われる｡また従来､天啓年間に賄賂を贈っ

て頼む請托が盛んであったと言われてきたが､この ｢学政談｣により､崇禎治世になってもその悪弊

は続いていたことが想像される｡

次の ｢塩政諌｣では､かつて豪勢であった塩商が天啓年間以来衰え､特に推場の困窮化が甚だしい

として､その状況を救うためには､｢朝廷賂前此煩苛項砕法､塞情革去､惟干場州立院分司､逐場官

慣煎煉､貯子開橋､現存廠内｡･･(朝廷はそれ以前のこの煩雑でこまごまとした法を､尽 く廃止して､

ただ楊州に院を立て司を分け､場ごとに官佃で精製 し､関橋に貯え廠内に置く｡-)｣と提案している｡
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宋応星は r天工開物Jでは塩政について触れずに､淡々と塩の生産工程を述べるにとどめているが､｢塩

政謙｣では塩政における革新的な方法を述べており､それは清朝中期に塩政の改革を行なった陶漸 く注

1)の宗法に通じるものがあると思われる｡

3番目の ｢風俗議｣では､名刺や衣服など華美になった風俗の具体例をあげ､その風俗が落ち着け

ば乱萌が止むとしているが､｢尺幅之間､蔦能絵其什一哉 (これに関して言いたいことがたくさんあ

るので､尺幅の間では､言い尽くせない)｣と述べ､彼の軽い風潮に流されない資が伺われるOまた

応星は､｢風俗議｣で ｢至天啓壬成方大極､而無以復加 (天啓壬戊 (1622年天啓2年)に名刺の大き

さは極まり､それよりも大きくなることはなかった)｣等と記述し､｢天啓壬戊 (1622年)｣を特別に

意識しているようである｡この年は､遼東巡撫王化貞 ･遼東経略熊廷弼が満州軍に敗れ､北京防御の

重要な遼東の根拠地旋草が陥落させられ､これにより ｢北京の人心を動揺させ､社会不安が大きく広

がった｣年である｡宋応星は ｢進身謙｣でも ｢先年適､磨雨経略､- ｣とこの王化貞 ･熊廷弼のこ

とを取り上げている｡｢風俗謙｣の｢天啓壬戊｣とは､人々が贋寧陥落などにより社会不安が大きくなっ

た状況を指すのであろうか｡

最後の ｢乱萌議｣では､｢受捧受香､百姓経年恨怒､乗売至而思反之､或自起一隊､或投入彼中 (人々

は取締まりを受け､苦しみを受け､長年恨み怒っていたので､尭賊に乗 じて反乱を思い､或いは自ら

一隊を立ち上げ､或いは売賊の陣中に投じた)｣と民が恵賊となっていった状況を説明している｡応

星は r野議j著述当時､江酉省分宜県で教諭をしており江南の田舎に居住していたわけだが､比較的

新しい時事についてかなり正確な情報を把握していたことに驚かされる｡｢彼は何か情報のネットワー

クを持っていたのではないのか｣という疑問は､この ｢乱萌議｣だけでなく､r野議J全体を通して

感じられることであるo具体的な情報源､ルートなどはどのようなものだったのだろうか.

さて､最後の段落で宋応星は､｢大凡使民不鳥盗､道存守令之心:而降盗化篤民､権在元戎之令 (お

よそ民を売盗としない方法は地方官の心にある :売盗を民に変化させる､その権限は将軍の軍令にあ

る)｣と述べている｡応星は士大夫たちの士気 ･行動力の重要性を強調し､彼 らを鼓舞しているよう

に思われる｡このことは､r野議Jの ｢進身議｣｢学政談｣などだけでなく､産業技術書 r天工開物J

でも感じられることである｡私は､士大夫としての宋応星が社会への安任感 ･心意気を表現している

と思っている｡

考察と展望 ･注

(1)佐伯富氏の r中国塩政史の研究j(前掲昏)によると､

｢陶樹の塩政改革の主眼点を一言でいえば､官塩の冗費を省き､官塩価を私塩価の線まで引き下げ､ま

た生産者を督励して官塩の質を良好ならしめ､官塩をして私塩に対抗させるにあった｡これがため､

塩引と引地との独占的世廼権を廃して塩の販売を一般商人に開放した｡この政策が功を奏し､国家の

財政上のみならず､社会の治安のうえにおいても大きな成就をあげた- かように陶樹は塩政の稲年

の弊害の急所を衝き､これを別決して改革した｡｣(p.756-757)
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